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本町発注の入札において、下記のとおり入札制度等を変更し、令和６年４月発注の入札

から適用します。 

 

記 

 

１ 測量・コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度の実施について 

公共工事に関する測量・調査・設計業務は、建設生産プロセスの上流に位置し、社会

インフラの品質を確保する上で非常に重要な役割を担っており、「公共工事の品質確保

の促進に関する法律」において、広く法律の対象として位置づけられています。 

これら業務に係る品質確保やダンピング受注防止の徹底など、適正価格での契約を推

進するため、令和６年４月から「測量業務」「土木コンサルタント業務」「建築コンサ

ルタント業務」及び「地質調査業務」において最低制限価格制度を導入します。 

 

２ 建設工事に係る最低制限価格及び低入札調査基準価格の設定水準について 

  本町では従前から最低制限価格制度や低入札価格調査制度を用いて、公共工事の品質

確保やダンピング受注防止の徹底など、適正価格での契約の推進に取り組んできました。 

令和６年４月からは、建設工事に係る最低制限価格及び低入札調査基準価格を、令和

４年中央公契連モデル相当の水準で設定することとします。 

 

３ 週休２日制工事の導入について 

  労働者の健康確保やワークライフバランスの改善、将来の担い手の育成を目的として、

令和６年４月から本町が発注する原則全ての建設工事において、週休２日制を導入しま

す。 

 

４ 工事成績評定の改正について 

  公平かつ的確な工事成績評定を実施するため、三木町建設工事成績評定要綱の改正を

行いました。令和６年度以降に契約する工事から本改正の考査項目別運用表を用いて評

定いたしますのでお知らせします。 
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